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羊毛から綿へ1)，

「ラインラン T ・ベストファーレン

公認住民録 (1834)J分析 (2)一一

渡辺 尚

I 

今回はドヴイスプルク郡とデュッセノレドルフ郡の2郡をとりあげる。両郡と

もライン測に西由し，商北に隣接している。その郡庁所在地はいずれも重要な

河港都市であり， とくにドゥイ;A7. /レク市は東北に延びるへルベークの起点で

もあった。一一ダ ラインの水産交通の要衝としてのこの立地条件が，両郡の

業種構成にもあざやかに反映している。またドゥイスデルク郡はエッセ Y以 西

のノレール川下流域をおさえ，後のルール重工業地帯の西半分から成司ているへ

それゆえ. 1830年代にはすでに石炭鉱業や重機械製造業が一定の展開を見せて

はいるが，これとならんで繊維，食品，化学等の業種が出揃い，多彩な運送業，

商業とともに，その業種構成の多様性はライン地方最大の産業的中心地プッパ

ータ ルに優ろとも劣らなかったe むしろ繊維産業にいちr;Q L <偏ってい?

プッバーターノレに較べて， ドゥイスフ。ルクの 大特色はその産業構造の多様性

1) 本稿は「仕事場から「丁場jへJ"経由論叢1第 116巷第5，6号の続稿である。したがって主
な史料は R世 tg目 BruningI Goswin Krackrugge (H四 g.)，Offizielles Adress-Buch fur 

Rhc，川 land=We#jぅh阻 lenzum V ort lu:i 1 aγmer Kra刀 ken， Elberfeld 1834 CAdrl':ss-sJιch 

もしくは「住民録」と暗記)および Gerhard Adelmann任-Irsg.)，Der geweγblich問 dust-

円 elleZustand d，どr RheiuPTv 即時叩ゐh，- 1836'. Bonn 1067 (Zr叫山，d もしくは「事
情Jと略記〕である。

2) ドヮイスプルグ市には畢くも1831年にHandeiskammerDuisburgが設立され， ζれは現在。
Niedeπheini配 he Industrie-und Handelsl国 mmerDuisburg-Wesel zu Duisburgおよび
lndustrie-und Handelskammer fur die Stadtkreise Essen. Millheim (Ruhr) und Oberhausen 

zu Essenの両商工会議所に発塵した。
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第 1表繊維関連

綿 自車 羊 毛 正月 麻 染 帽 調b 仕 綱

最万 織 毛 織 織 織 了 下 製

演 物
紡

物 物 物
色 製

編
立

i宣績 ゴ告
業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業

1 I Duisburg 6 1 2 

2 I Ruhrort 1 

3 I Ho1ten 2 

4 Dinslaken 2 

5 Gotterswickerham 

6 Gahlen 

7 Essen 1 1 3 1 1 

8 Steele 2 3 

9 Altenessen 

10 Borbeck 

11 羽Terden 1 1 12 4 l 

12 Kettwig 13 2 1 

13 Mulheim a. d. Ruhr 1 2 3 6 2 1 1 

ま十 1 2 1 9 1 1 1 32 1 119 1 4 1 1 3 1 7 

14 Dusseldorf 1 3 1 5 2 1 

15 Ratingen 1 1 

16 Eckamp 2 (2) 1 1 

17 Mintard 2 

18 Kai呂el-swerth 4 1 

19 Angermund 1 

2日 Gerresheim 

21 Hubbelrath 

22 Benrath 1 

23 Hilden 1 1 1 

計 61 41 1 1 2 

s- 計 41 也 41 1 1 281 7 

注 (1) ( )は他の業種に類別さた兼業業者数

(3) 1"'13: Kr. Duisburg. 14"-'23': Kr. Dusseldorf 
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業者数一覧

糊 石 イb 機 造 車 石 織

取業引材料原業小売

石
護運

小物草間型
保 金 そ

製 鹸
円で~ 相良

製 炭 物 炭
製 製 船 取 険 百世 の

造 造 工
造 造 鉱

業取引業小売 引

聖書業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 他
Z十

3 1 8 
15 

4 16 1 1 1 59 
(1) 16 4 1 3 4 3 

(1) (2) 
2 1 35 

1 Z 5 

2 4 

5 1 6 

2 16 
6 6 1 1 40 (3) 

10 
8 

2 (1i (1) 
2 27 

1 3 7 
4 1 35 

(町
1 

1 3 28 
1(31 〉7

2 3 1 4 1 
21 

10 3 
2 

2 77 1 !(I) (2) (1) 

21 6121 51-71 1 141京総)5
42i501 

41 a)1 (3)1 (2) 

4 1 2 40 2 
19 1 6 18 

11 (1) 
3 

(1) 120 (3) (2) (2) (2) 
91 1 (1) 12 

1 5 

2 3 7 
2 5 
(1) l 13 

4 1 6 

4 1 5 

1 2 2 6 

3 

1 41 1 1 1 -I~-I I(~;;物 1 1引き〕iZ)ド1〕1(;〕|(iJm 

il叶 2T61 71 71 14 1芯諜;汁悶?割引ム〔引(も|制
1') その他はろう布製造業，レース融業，投機業
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にあったというべきであり，それを可能にした条件を問うことこそ本稿の主課

題である。やがて19世紀中葉をこえると，当地では石炭・鉄鋼業が急仲してい

〈のであるが，少くとも 1830年代までは，まだ繊維工業や食品加工業の重要な

立地でもあったことは，産業連関の歴史的構造を考察する上で，興味深い事例

を提供してくれているといえよう。

デュッセノレドノレフ郡はドゥイ λ フソレク那と較べると，工業的展開ははるかに

弱い。しかし州都コプレンツと並ぶ羽生ライ γ 州の政治的中心地を持ち， しか

もそれが1818年には自由港になったため，ライン地方における流通の 大結節

点として機能したことが守ってお， 業種構成はドゥイスフツ1，グ郡に類似してい

る。本稿で両郡を一括して分析するゆえんである。そこでまず，両郡について

繊維工業およびそれに関連する業績のすべての経営者を「住民録 lから抜き出

しへ それを類別して，各類ごとに経営者名と営業内容とを「事情」の記載と

つき合わせながら検討していく。各自治体/部門ごとの経営数をまとめると，

第1表のようになる;)。

II 

第 1表からまずみてとれることは，紡績・織物業についてみると，羊毛がも

っとも多く 41経営，ついで綿が15経営で，絹，亜麻ともとるに足りない。この

3) プロイセγ領ラインランデは1815年にユ リヒタレ フェペルク州(川都デュツセル γルフ〉
とエーダーライン大公園川(同，コプレソツ〕に分かれたが， 1822年この両川は統合されて(同，
ヨプνγ ツ)， 183C年以降 Rhe阻 provmzと呼ばれるようになった。 1826年第l回ヲイン州議
会はデーツセルドルフで聞かれたョ 当市にも 1831年に正也ndelskammerDusseldorfが設立さ
れ，これは現在の Inclustrie'lI町1Handelskammer zu Dusseldorfに相当する。

4) Adress~Buch， S. 206-246 (Kr. Duisburg)， S. 15-42 (Kr. Dusseldorf) 
5) ドゥイスプルク郡は13自拍体から成札面積11.40平方マイノレ，住宅数9.440戸，人口は軍隊も
入れて75，404人(1戸あたり7.8人)，人口密度は6，614人/平方マイルである。 こ白うち「住民
最」、の被収録者数は1日0名で，営業人ロ0ほぽ17%が収揮されていることになる。さらに，こ
のうち輯維関連業者は335名， 316経営で，抜出し率は21.5%である.
デュッセルドルフ郡は10国治体かb戚り，面積は7.11平ノ百マイノレ，人口は軍隊も含め ζ65，588

人，住宅数は7，233戸，(1戸あたり9.0人)，人口密度は9，225人/平方マイルでドゥイスプルグ
郡をこえる。このうち「住民録」への被収録者数は1244名で，営業人口白ほぽ17%が収録されて
いることになる。さらにこのうち繊維関連業者は179名， 1円経営で，抜出し率は14.4%である。
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ことから，当地の繊維業の主要な素材は羊毛と綿であったことが類推される。

そこで羊毛と綿との関連を分析する ζ とが，本稿の主題となろう。

(1) 綿紡績業

綿紡績業者は第2表に示したように，計 4経賞主:数える。このうちシュルツ

(2-A-1)については r事情」に錘数記載がないが， トロースト (2-A-2) と

較べると，従業員数は}仏 年産額は後者の 8万 Rtlrに 較d てわずか1200Rtlr. 

にすぎず， ドクイスプルク郡では事実上ひとりトロースト経営が重要であっ

た6)。

プリューケゃルマン経営 (2-A-めについては. r住民録」では 2経営に別記

されているが. r事 情J では 1経営として表示され九しかも Weberei表示で

第 2表綿紡績業者名簿

A 
Werden 

1 Aug. Scl.叩 lzBaumwollspinnerei 

Mulheim a. d. Ruhr 

B 

Aug凶~ Schul.z， Baumwo1!spinnerei 

(16器〉

2 T.同 ost& Comp.， Baumwollspinnerei Troost & Comρ> Baumwollspinnerei 

Eckamp (Water-， Mule-Twist) (150-4508) 

3 IIノit日 eGottfr. Bragelmann， Baum-

wolispinnerei. Weもereiund Grund- Erben B吋1feln包ann，Baumwollweberei 

besi tz (30()一帯〕

4 Mo門 tzBn棺 elma悶 'l， Gemeinderath 

und inhaber einer Baumwollspinne 

rei und Weberei 

注1) Aは「住民録」から.Bは「事情」からそれぞれ採録したもの2 以下同じ。
2) Bの経営内容の後のかっこ内の数値は左側が骨働者数I 右側が織機数を示す。以下同じ。な
お右側の*は労働手段に関する記載が曳けていることを示す。

6) シユルツ経営の従業者数は [16人，大部分児童Jと記載されている。 Zustand，S. 34-35. Iロ
ースト綿紡績工場は [4.叩8錘，一一部ばスロッスル，一部はミユール. 1基の1車によって磁働」
製品は iWater-，Muie-Twist，年産400万 Strange，18万 Pfd.Jと記載されている。 Z附 t出 ，d，
S. 38-39 

7) 1784年に操業を開惜したプリェーゲルマン経告は，創業者 J.Gプリ L ←ゲルマンの没後2ヘ
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第 3表綿織物業者名簿

A B 

Duisburg 

Reinh. Besserer， Stuhlwaarenfabrik Re回 haγd Besser酔.， Mariufakturfabrik 

(S1a皿oisenBarchent， Tucher) 
(50-50) 

2. Breidenbach & Schram市， Baumwol. B何 idenbach& s，品目前m，Manufaktur. 

len. und Stuhlwaarenfabrik fab口k(Siamoisen，Barchent， Tucher) 
(51-50) 

3. Michaelis Davides， Baumwollen. Da四 d白 &Mickaelis， Manufakturfabrik 
und Stuhlwaarenfabrik (S岨 moisen，Barchent， Tucher) 

(70-70) 

4 Tlihlh. KelZ町， Baumwollen. und Heinrich Hulsmann， Manufaktudabrik 
Stuhlw出 renfab口k，Inhabt:r eiuer (Baumwullzeuge) (8-8) 

hmten beruoseRnsammlung 

5. S.みm.Meyer， Baumwollen.und Stuhl 
waarenfabrik 

6 よ w.Vielhaber， Baum、'Vollen.und よ w.Vielhaber， Manufakturfabrik 
Stuhlwaarenfabrik， auch Gaslwirth守 (Baurnwoll出 ug巴) (9-7) 

schaft 

Essen 

7 I-Ieinr. Bleckmann， Flanell. und 

Mousselinfabrik 

乱t1ulheima. d. Ruhr 

8. Joh. Ean. Hamacher， Sia皿 oisenfab

rik 

9 K，出 Jぅ&Ferd. T，四 st，Baum、iVollen-

、Naarenfabrik
(A品 ocie:K，出 p.Troost， Stadtrath) 

Dussc1dorf 

10. Fnedrich August D由何人 Stadtrath
und Mitglied der Handelskammer， 
Siamoisenfab. Manufakturw.-u 

Weinhandl 

Benrath 

Joh. Dan. Hamacher， Manufaktudabrik 
(Baumwollene Tucher， Siamoisen) 
(20-20) 

Casp. & Ferd. Tro叫ん S羽田oisenweberei

(150 a 200-* ) 
Diese品目1，Nesselweberei (70-50) 

Dieselben， Calicotdruckerei (40-10) 

よ A.Deus， Kattundruckerei u 
Weberei 

11 Joh. Friedich Merten， Fabrik in Joh. Merten， Flanellfabrik 
Flanellen (Gestreiften) u. Bettbar. 

chent 

¥人の息子 JacobWilhelmとJohannCo.ιザhedjれの聞で分割され，紡績工場は後者が引き
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ある。 従業員数 300人で ， 錘 数 に つ い て の 記 載 は な い。綿糸年産量は15万 Pfd

(7~8万 Rtlr) でトロースト経営とほぼ向規模であ勺たとみなすことができょ

う則。 ιD時点では， ト日ースト，プリユーザノレマンともまだ蒸気力を導入し

ていないことが，後出の羊毛紡績業との対比で重要である"。

(2) 綿織物業

ドゥイスブノレク郡 9，デュッセノレドルフ郡 2の計11経営であるが，そのうち

6経営がドゥイスプルグ市に集中している。「事情」のヒュノレスマンの名は「住

民録」 には見当らない。 な お ト ロ ー ス ト 経 営 (3-A-9) については， i事情」

では 営業部門別に記載されており山，これからキャラコ捺染業も手がけていた

こと，すなわち紡績，織布，染色の 3工程を結合した経営であったことが窺える。

なおプレッグマ/' (3-A-7) はフラネノレとモスリン1けを， またメルテン (3

V継いだ。 J.G. Jr.の没槙未亡人が経営に当L さらに1829年それを Montzが引き継し、だ。し

アがつで 1833年の時査では，経常幸は毛ーリツ 1人とみるべきできる@渡辺尚 fBrOgelmann工

場とドイツ産業主在命J ~社会経済史学j 36巻 6号 J 1971年所収， 69ベージ。
8) 300人の従業員のうち80人は掛布工とみられp 年産9千 Stiick(5"-'5_ 5万 Rtlr.)白ネツセノレ

と15万 Pfd.(7"'-'8 Rtlr.)の綿糸。 生産価額からすれば綿布より綿糸の方が比重、が大であるに

もかmわらず Webereiと表現されている ζ とは，駒艦兼首の場合，輯布が主要士程であると

の当時の認識が示されているロ Z削 tand，S. 18-19 なお1836年尭行の県統計によれば4，784錘で

あった。 JohannGeorg von Viebahn， Statistik und Topographie des R唱 ierungs.Bezirks

DUHeldorf， Theil 1， Dusseldorf 1836， S. 168 
9) ドゥイスフノレクりリボン織業者 ArnoldMamm & Gヲは1810年ラ テインケーンの Flieckes

に水力紡績場を創設したが，そこでは当初から蒸気機関を設置していたという。しかし1816年に

はデンハークに移り，間もなく廃業した。 KlausSchmidt， D即 D叫 sburgerTextilg，町 ιe，るe

bh問問 Anfangdf'-'写 19.Jahrhunderts. Duisburg-Ruhrort 1964， S. 103 

10) rSiamoise 多色碁盤航あるいは多色車両模様。綿布，生地は白地で， 4隅あるいは織縁は赤，

青，革青色，由地γ アモイぜは未染色糸で製織され，キャラコのように悼決されるロシアモイぜ

は敷布， カ テン， 家具用布， !~地等に用いられる。撚糸を用い固く厚地に織られたものは，
Bostonとも呼ばれる。J fNessel 以前はし、ら草の酷躍で融った帯地のパテスト〈平織亜麻布の

一種〉。現在は自の粗いそスリンを時に Nesseltuchと呼ぶJoMaier's Handelslexikon. Stuttgart 
1881 

11) rlVIusseline， Muslin;高番手綿糸から織った薄地の織目のやや組い，半透し織り綿布。たい

ていは白地で，平織り。さらに縞模様，市松模様，透し識り，申]輔のあるもの事。また染色され

たり多色捺染されたりもする回以前は東インドだけで生産されたが，現在はヨ ロツハで生産さ

れる e 各種のモスリンがそれぞれの名称を持つ。たとえばl'vIusselinetsは模様織，平織，アトラ

ス風，あるいは多色の縞を持ったもの。 Mull~ま白地，きわめて柔いモスリン， Vapeurは雪わ

めて織目の粗レ薄地のもの， Zephyrは最も薄地のモスリンJ[bid 
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A-ll)はフランネルとパノレヘント 1引を製織しているが I事情」の説明から，

いわゆる Flanellは通常毛織物の 種とされるにもかかわらず山，実際は半綿

千毛り交織物であったことがわかる凶。

またこの部門で注目されるのは， ドヮイスフツレグ 7経営のうち 6経営が

Stuhlwaarenを製織L.しかも 5経営が B副 mwol1en-undSt叶，lwaaTf~nfabrik

と表記されていることである。 ベ νセラー経営 (3-A-l)についての「事情」

の記載との対応から， Stuhlwaarenも素材的には綿製品を指すことが多いと理

解してよいであろう出。

きらに. I事情」で 6例が Manufakturfabrik と表記され， その製品名が

Barchent， Siamosen， Baumwollene Tucher， BaumwolIene Zeuge とされて

いることも注目に値いする。当時の用語法において， Manufakturが製品名と

Lて〔経営形態としてではなく〕使われえたこと，しかもとりわけ綿製品に対

して使われたことの 例である。毛織物については一般に Tuchが用いられた

慣行からすれば， Manufaktur という用語と概念が，素材的に綿ときわめて密

接に結びついていたことが示唆されているとみる ζ とができる。

(3) 羊毛紡績業

3経営のうち 2経営について「事情」から経営規模が示されるが，紡錘につ

いては，それぞれ 2Assortunentsを装備していたと記載されているだけであ

る出。しかしクライスケーターについての「事情」の説明から，この Assortiment

12) iBarchent， Barchet. Parchend; futaine. fustIanユ蝿同白書な稜鯵ι綿布 その経系はしばしば
亜麻阜である，平織とけば織とに区別される。前者は Futter-od.Bettbarchentでかなりの太糸，
時には10番手以下の糸で織られ， たし、ていは vierbindigの並質の譲捕で緯糸も経糸も密であ
る。後者は緯糸が出ている部分が多い面がけば立てされ毛識物のようにみえる。 Baumwollen
M 叫lo:刊 Beaver，Beaverteen，英語では Lederと呼ばれヰ服用に用いられる。J Ibid 

13) 前稿の注17)参既

14) メルテン経営については次のように注記されている。 Iこの経昌はいわゆるフランネルを伊袷

するだけである，それは半毛半綿白縞様の織物で，農村の婦人用スカ トに置われる。 地元

産の並慣の原毛がこの製品のために使われる。J Zustand， S. 21 
15) Stuhlwaaren只cwerbeは解放臨争後 Baumwnllgpwerbeの新しい公式の名称となったとい

うo K. &.hmidt， a. a. 0.， S. 125.注367事照コ
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の構成がわかる'"。なおテシェマハーがすでに 8馬力低庄蒸気機関を 1基導入

していることも注目される。

ところで，毛紡績業者は 3経営だけで， うち 1業者は蒸気機関を導入してい

るとはいえ，経蛍規模からすれば綿紡績業にはるかに及ばないようにみえる。

しかし毛織物業の分析から明きらかになるよ弓に，毛紡は毛織物業の中にもか

くれており，ただもに綿紡との優劣を断定することはできない。

(4) 毛織物業

ドゥイ Z フソレク32，デュッセノレドルフ 6， 計38業者で綿織物の 3倍をこえる

が， とりわけベルデン，ケトビヒの両自治体に25業者が集中していることが目

にっしところで，このうち紡績工程を持つのが 4経営あり，さらにそのうち

3経営は蒸気力を使用している。このほか紡績工程を持たね 3経営が蒸気機関

を導入している。すなわち蒸気力使用 7経蛍のうち紡績1，紡織兼営3，織布3

という分布になる。紡織兼営の場合，蒸気力がどの工程に使用されたのかは不

明であるが出，第 4表が示すように，蒸気力使用については，ライン地方をみ

るかぎり毛紡が綿紡に先んじていたことはまず確かであろう。とするとただち

に次のような疑問がわく。同じく第4表から，紡錘数については綿紡が毛紡の

4倍近い数値を示しているにもかかわらず，蒸気力使用については逆に毛が綿

に優位しているのはなぜか，と。 ζ の錘数と動力との喰い違いは，第4表で羊

毛工業の一大中心地レネッフ。郡と，綿工業の一大中心地グラートバノ、郡との数

値を対比してみると一層鮮明になる。動カ機の普及と作業機の普及とが必ずし

16) へルデンの Edu“rdTesι，-hernιher， Gemeinderath， Inhnb目 αner W ol1spinnerel (2 

Assortimen廿 -24人)，ヒルデンの Joh.K;同 iskother.SpinnmaschinenbeslIzer (2-18) なお，
ケトヒピの Ferd. Ritti.ngha凶(lc8)は， r住民韻」では Lohgerberei，Leder-und Frucht 
handlungと記載されている。ラ ティ γゲンの正面'nr.Reu包ert，Sayetsplnnerei 

17) rζの紡漬工場は4粗揖機 (S，hτubbel)， 2植毛機， 2粗紡機(各40錘)， 6精紡機(各臥)錘
】および1打毛機 (Maιhinenwolf)を持つ。jしたがって 1Assortimentは粗杭機 2，杭毛
機1，粗紡機1(4C錘)， 3精紡機(18C錘〉から成ることになる。 Z山臼nd，S. 22-23 

'18) 、ュルハイムの TheodorSchma哨 t白 t胎 'gは4馬力の慌匠蒸気機関を起毛および萌毛工程
に使用していた固 Zustand， S. 38-39 
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第 4表 デュツセノレドルプ県紡績莱 (1834年〉

Lennep 

Elberfeld 

Solingen 

Dusseldorf 

Duisburg 

Rees 

Geldern 

Krefeld 

Kempen 

Gladbach 

Grevenbroich 

Neus 

紡績工場数

水力|蒸気力|馬力 1人カ|合

0

2

2

2

3

 

1
 

6

5

1

 

2 

2 

2 

1 

2 

3

2

2

 

3 

mI 1∞|肌吋即日|合 計巨工E

8 

21 

2

6

3

0

 
1
 

品空 I i;- ，t 

16 

7 

同

制

河

∞

国

叫

回

一

例

醐

問

印

刷

吋
判
叫
叫
叫

3 

2

3

1

 

1

2

 5 660 2，団4
2，16(1 

29，77叫

3.41回

0

3

6

2

2

 

1

1

 

2，06叫

l出町羽
3，41副

1，3日目

住 100工場の従業員総数 3，555人
]. G. v. Viebahn (Hrsg.)，止atistikund TotograpJu'e des Regiert出~gs-Bezirks Dussel-
doγιDusseldorf 1836， Teil 1， S. 1613 

も一致しないとなると，いわゆる動力化と機械化との他産業部門， とりわけ右

炭業への影響の与え方も異ってくるであろう。すなわち蒸気機関燃料としての

石炭への需要も，蒸気機関製造材料正しての金属への需要ふ動力化では 歩

先んじている羊毛業の方が綿業より大きかったということになる。

他方，経営規模については紡績業者テッシェマハーが 24人ヲ 紡織兼営の

Far川st伽mηZ叩αωn開z

工場の1臼50人，プリューゲルマン綿紡工場の300人〈ただしそのうち80人は織工

とみなされる〉には及ぱなし、。すなわち，労働力の集中，協業化については，

水力利用の綿紡の方が羊毛紡より進んでいたとみられる問。また紡機の性能と

稼働率を同ーとすれば，原料消費量は錘数に比例するであろう。 したがって

19) 工場化の三つの側面，動力化，機械化ら協業化が必ずしも同 方向に収監するもりではないと
すると，この三者のいずれがて場化を最も強力ピ促進したかということが，それぞれの業種 工
程についてあらためて検討されな〈てはならないだろう。
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原・燃料消費量の総体についてみるならば，たと九ば運送業のために綿・毛の

いずれがより大きい有効需要を創出したかはにわかには断じがたい。

と乙ろで毛織物業自体について重要なことは， ドゥイスプルグ郡32経営のう

ち17経営が Tuch-undKasimirfabrikとされている ζ とである。この Kasimir

は経糸に綿糸を使う半毛織物 (Halbtuch) であったようであり，いわゆる毛織

物業が少からぬ量の綿糸を消費していたことが推定できるのである町。

(5) 絹織物業，麻織物業

絹織物業の中心地グレーフェノレトとライン河をはさんで向いあうカイザース

ベノレトに 4絹織物業者を見出すが，このうち 2業者は絹・半絹織物を製織L-"に

ここでも綿糸が交織物用経糸として使われていた可能性が強い。

麻織物業については，デュッセルドルフ市にダマスト織業者を 1例見出すだ

けだが， r事情」には別の業者名があがっている出。このティーノレに対応する名

は「住民録」では Joh.Ant. Thiel， Rentner となっている。 このティーノレ経

営で注目すべきことは 30台の織機のほかに Maschinenを使用していると注

記されていることである。しかし機械の種類については不明である。

(白)染色業

両郡合わせて28経営で，経蛍数も多く〔ただし「事情」には 3業者名しか挙

がっていなしつ， しかも比較的均等に分布している。この業種に入れられるも

20) IK油田r，Kasemir;薄地の，普通柿毛糸の緯糸による綾織の半毛織物 (Halbtuch)。起毛も
縮舗も!3~いので綾日が織別できる.Du山ビlkasょnU1"は経糸，梓糸ともに摘毛糸。 Ca田me凶，

Circasslerineも同様」。なお Halbtuchとは「経糸が綿7 緯糸が紡毛糸の Tuchで普通の純毛織
物と問様に生産されるJ(Tuchの項九また Wollenz:euge.Wollenwaarenの項で「紡毛糸を
使って製織される毛織物には， Tuchのほかに Tuch様の Zeugeと経糸が綿の halbwollene

Tuchとが含まれ， 後者には Kasimir，Circassienne. Fries， :vIolt叩， Flanell， Buckskin等が
合支れる，J M臼 e内 Handelslexikon

21) Ferd. Nelsen， FabrikつnSeide u. Halbseide， Wilh. R.出fcher，Fabrik in Seide u. Halb-
selde u. Spe創目eiwhandl

22) J. H. Thiel junior， Haardamastfabrik (30-75). Zustann， S. 18-19. 



1::: (138) 第 119巻第3号

第 6表染色業者名簿

A 

Dinslaken 
Wit"t:田 Becker，Spezereiwaarenhan-

del-u.Farberei 
2 Dietr. Kraemeγ" Gemeinderath， 

Spezereiwaarenhandl. u. Farberei 

Essen 
3 Joh. Lindemann， Blaufarberei und 

Leinenwandhandlung 
4. Friedr. Wau立hausen，Blau-und 

Kouleurenfarberei 
5. Joh. Weindorf， Blaufarberei und 

Leinwandhandlung 

Steele 
6. Joh. Th正larpe，Blaufarber， Backer， 

und Winkelier in Ellenwaaren 
7_ Joh. Neuha仏む Blaufarber， Schenk-

wirth und Winkelier in Spezerei 
und Ellenwaaren 

W f'.Tdf'.n 

8_ .h回~chim Bruns， Farber， Winke1ier 
in Spezerei-u. Ellenwaaren 

9 Th. Holthausen. Kattundrucker， 
Winkel in Spezerei-u. Ellenwaaren 

10. Nik. Oules， Schonfarberei 
11 Wilh. WengeleηBlaufarberei ￥ 

Ke廿w，g
12. Gottf. Meisenhurg， Weinwirthschaft 

u. Schδnfarberei 

13. Karl L日nann，Gemeinderath， Schon-
farberei 

Mulheim a， d. Ruhr 
14， Gerh. Becker. Druckerei und Far-

berei 
15_ Joh. Jutt四， Druckerei und Farberei 
16. Wilh. Jatten， Drucke工eiund Far-

berei 

17， Ferd， Prinz， Druckerei und Farberei 
18， Q叫 tte晶G酬， Druckerei und Far-

berei 
19 Witwe TVeste門 冗ann，DnlCkerei u 

Farberei u， EUenwaarenhandlung 

B 

Essen 
Fried.ηマchBFuker， Farberei und Drucke 

rei(Gedruckte und gefarbte Kattun-

und leinene Zeuge) 
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Dusseldorf 
20. F. Aluller & Theilh~ber， Spedition 

und Kommission， Kohlenhandlung， 
Farb. u. Materialienmahler目

21. Boeddinghaus & Comp. Turkisch-

rothfarberei 
22. Wilh. Kdhler， Turkischrothfarberei 
23. Herm. Quinke， Schonfarberei 
24. Christn. Stcin， Kaufmann u. Farberei 

ElZkamp 
25. Friedr. Zimmermarm， Geroeinderath 

und lnhaber einer Farb-Getreide 
und Oelmlihle 

Kaiserswerth 
26. Pet. Dan. Ginborn， Kohlenhandl. u 

Schonfarbeirei 

Angermund 
'2.7. Heinr. Schmitz， Blaufarber und 

Winkelier 

Hilden 
28. Heinr. He17J1.. WiUβ噌 Gemeinoe.

rath， Gutsbes. u. Farber 

Mulheim. a. d. Ruhr 

Chr品'tein，Rotfar herei 

Hilden 

R弘伊:nget Keller， Druckerei (6， 18-16) 

のは Blauf邑rberei，Sch出 lfarberei，Druckerei， Turkischrothfarberei に大

~Ijできる。

青染業は 7例見出せる。このうち 2例 (5-A-3，めは亜麻布取引を兼営して

おり，また 1例は毛織物業との関連が指摘される。山とまれ青染業は，当地で

は伝統的に亜麻布染色であったようであり山，また麻織物と綿織物の区別が暖

昧であったことから20りそのかぎりで青染業が綿とも関連していたことが推定

できるのである。'"

これに対して高級染色業者は且例あり，さらに毛織物業者に入れたケトピヒ

23) ユツセンのハノレトハウゼン家は染色原料取引関係業務を手広く営んでいたようであり，会社

形態の Chrn.Heinr. & Jl.lartm Wi品 WaldthausenとKonr.Waldth日 ε<enとが原毛取

引を営み，Arn. Waldthausenは染材取ヲ|に従事していた。

24) 1714年に行われたドゥイスゾルク市の職業調査では，亜麻士莱の中に撚糸工，府職工，iIR府リ

ポン職工，漂白工とならんで青果工が挙げられていたo K. Schmidt， a. a. 0.， S. 44 
25) ドクイスプノレクでは亜麻工業者は同時に綿工業者であった。かれらは時に応じて向原料を使い

わけたと云われる" K. Schmidt. a. a. 0.， S. 54-55 
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の Joh. Wilh. Scheidt も含めると 6例になる。 このうち 3例が毛織物業の立

地であるケトピヒに見出せること，毛織物製織と高級染色とを兼営しているシ

ャイト経営のような例があることからして，これは毛織物染色の一種としてよ

いであろう。叩

ミュノレハイムの 6経営がすべて Druckereiund Farberei と表記されてい

ることは特徴的だが，その加工対象の素材については不明である。ただLピュ

ノレフィング経営 (5-A-2めについての「事情」での記載から，綿織物捺染を単

に Druckereiと呼ぶ例が示されており"'りまたミュノレハイムにはトロー λ ト

経営もあることから，綿織物捺染であった可能性が大きし、。

なおデュッセノレドノLフ市 4経営のうち 2経営はトルコ赤染業で，加工対象は

いうまでもな〈綿糸である。また， ミュラーく5-A-20) およびツィマーマソ

(5-A-25)は染色業者ではな<.染料製造業者であるが，便宜上との群に入れ

ておく。

(マ) 帽子製造業，仕立業

Hutfabrik 4， Kappenmacher 1~ Hut-u. Kappenmacher 1，計 6経営を数

えるが，この業種の主要素材は羊毛であったとみなしてよいであろう 20'。

また仕立業者は 3例とも Kleidermacher とし寸表示であるが，デュッセル

ドノレフ市の織物取引業者の中に，毛織物と衣服とをどもに取り扱う例が 2例見

出されるところから叩'仕立生地は毛織物であったことが推定される。

26) ツセンの F円 edrichBrokerに該当する者は.r住民録」ではFriedr.Brocker. Manufak-
turwaarenh四 dlungとなっているが， との外 Wit7出 Phil.Brdcker， Spezo"ff'iwHflrf'n'lmd 

Leinwandhandlungとなってし、る。
'27) Schonfarbcrciの訳は応高扱染色としておく。 1720年頃 WCITIlclskirchenの毛織物業者

Heinrich Frie，品offがVゥイスプノレクに移住したが，その際，織機12台，車毛設備1基，それ
に高高度染装置1基 (eineSchonfarberei)を持ちこんだという。 K.Schmidt，ι a. 0.， S. 45-46 

:28) 外業部40台の織機で織られ，集中作業場では16人の従業員が整経と捺染に従事していた。捺染
台6， インディゴ桶18を備え， 年産1300Stuck IJ)大部分は未染色糸を使った綿布であったo

Zustαnd， S. 22-23 

29) デュッセノレ下ルフの Franz Schombart & Comρ， WoU-lj.nd Hutsto[fenhandlung u 

Wechsel-u. Kαnmissiollsgeschaftの例ヨ
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IS) 糊製造業

当地で特徴的なことの一つは，この業種に属する業者が7例も見出されるこ

とである。 1例 (Seilspinnerei)31) を除いて，他はすべて Seiler という表記

である。 r事情」の記載と対応するのはルールオルトの Friedr.Kler.ι，tz経営

であるが， r事情」の説明から船舶用および鉱山用のものであったことがわか

る32)。

(9) 石鹸製造業，化学工業

石鹸製造業者は10例を数えるが， ドゥイスプノレク， ミュノレハイム，デュッセ

ノレドルフの 3市に集中してし必o表記にコし、ては Seife.r由brik(ant) 6， Seifen 

siederei 4例である。 r事情」にはドヮイスフツレク 4， デュッセル下ノレフ 2，

言十6経営が表示され，このうち「住民録」の記載と対応するものは 4例であるυ

従業員数は最大 4名で，経営規模は手工業の域を出ていなし、。

この業種で興味深いのは，石炭取引業を兼営する経営が 2例刷、またタバコ

製造兼営が 3例見出されることである。前者は，石鹸製造工程における加熱月

燃料として，石炭が使用されていたことを示すものである。

また ChemischeFabrikは2例見出されるが，経営者名，経営者数とも「事

情」と一致する。 r住民録」ではドヮイスフツレク市の丹.Curtiusが硫酸塩そ

の他の化学製品を製造していたことしかわからないが34) 1"事情」によって，

30) もよ G.Graber， Tuch-u. Kl-eiderhandlungおよび Nik.Jos. Heidenthal， Tuch. u. fertige 
Herrenkleiderhdl 

31) ミュルハイムの Ludw.Daber， Seilspinnerei und Oelhandlung 
32) r事情Jでは Seilspinnereiと表示され， 20人を雇用。 Zustand，S. 28-29 
33) ミュルハイムの Jヲh.With. von Eicken， Tabaksfabrik，仁'elmuhle，Seifen臼 ederei，Spe 

zereiwaaren-und Kohlenhandelおよびデュツセノレドルフの J.W. van E述。l，Seifenfabr 
u. KohL四 handl

.34) Friedr. Cu河ius，Stadtrath u. MItglied der Konig1. Handelskammer， Fabrik in Vitriol 
u. chemischen Pniparatenベルデンの Schulgen，Mμ問問 &Sch市 .asen，Chernische Fabrik 
は. ，事情」では Schulgen.Mumtnt-嵩示きれているー Zustand. S. 2←25， 34-35 
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硫酸，硝酸，緑禁， ソータ¥塩酸等であったことがわかる。これらの製品の少

からぬ部分が， とりわけ洗毛・漂白・染色工程から生ずる需要に応じたことは

疑いをいれない。なお従業員は10名および14名であり，石鹸製造業と較べると

経首規模も大きい。また，石鹸製造の場合と同じし多量の石炭を加熱燃料と

して消費したであろうことも推定できる。

糊製造業者はミュノレハイムに 2例見出される。

(10) 機械製造業

ここでは繊維機械および蒸気機関の製造業者のみを取り上げる。ノレールオノレ

トの 1経営は .Jacnhi，Ham:el-& Huysen， Dampfschiffbau zu Ruhrort， Eisen. 

gieBerei und Dampfmaschinenfa brikである。 ホルテンにも同一経常名，同

一営業内容で記載されているが I事情」ではノレールオノレト事業所は Mecha-

nische Wer kst邑tte，ホノレテン 2事業所は GuteHoffnungs Eisenhutteおよ

び Walzwerk， さらにボルベック事業所は Eisenhammer として区別されて

いる制。エッセンの 2経営はいずれも Kratzenfabrikである制。ミュノレハイム

の 1経営は，Joh. Dinnendahl， Mechaniker， Muhlenbesitzer， Eisengieserei， 

Dampfmaschinenbauer， Frucht-und Meh!handlung37)である。デュッセルド

ルフ市の 1経営は Gebr. Vogts & Comp.， Kratzenfabrikである。

(11) 造船業，車製造業

3め このうち本稿にとって重要なのは蒸気機関やその部品を生産しているル ルオルト(従業員100
人〕およびホルテンーシュテルクラーデ〔同， 353人〕の両事業所で， とりわけ前者についての次
のような説明は蒸気機関製造にとってライン河運送業の発達がいかに重要であったかを示唆して
いる， ，蒸気機関ピ必要な蝦鉄部品，汽耀等を供給ー主ピルールオルトで建造され また冬期に

修理されるライン上流航行の汽船用りものである。この種¢船の増加によって当事業所は利益増
をとげ，現在巨額の収益をあげている。J Zustan.d， S. 28 -33 

36) Jak. Funke，耳目b:enfabrikund Spe揖 reiwaarenhandlungおよび Joh.Wilh. Funke， 
K悶 tzenfabrik，Schenkwirthschaft und Spezereiwaarenhandlung 

37) r事情jでは D問問'ldah1， Deus & Moll， Eisengieserei u. mechanische Werkstatte と

表記さオ1-， 24馬力低圧蒸気機関 l台によって送風戯，旋盤等を騒動L-，蒸気機関，精鏡炉，各種
錆造品を製造していた。 z.出 tand.S. 38-39 
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後出のように，阿郡とも多数の運送業，商業従事者を抱えているが， これに

対応して，運送業に生産手段を供給する造船業者牛車製造業者の数も多い。た

だし造船業者はドヮイスフツレク郡に，車製造業者はデュッセルドノレフ郡にそれ

ぞれ集中している。このうちルールオノレトの 3業者! 百屯lh.Deh町 n，1-1einr 

Korn. Neinh叫ん Dietr.Stapelmann ~;J: ¥， 、ずれも vonder Konigl. Regierung 

al.s quali.fizirt anerkannter Schfn月 Ullleisterと表記されている。 しかし「事

情」ではこの 3経蛍は Schiftbauwerftと表記され， Rheinschiffe und Kohlen-

Nachenを建造している。従業員は20，20， 16人でそれほど大規模なものでは

なL、。さらに「事情Jには，なお舟anzHanielが蒸気船の建造，修理を行っ

ていると記載されているが， ["住民録]では，その営業内容は Kohlenhandlung

und Oehlmuhleとさ才してし、る日)。内

ミュノレハイムの 4業者 KarlBiesgen. Gebr. Ostkamper， 刊号lh.Rottger， 

Herm. Thielenはいずれも Sch出bauer と表記きれているが， ["事情」では

Schi旺bauereiと表記され， Rhein-und Ruhr-Kohlen-Nachenの建造・修理を

行うときれている。["事情」ではさらにゐhannStinnesがこれに加わるが，

「住民録」では Kohlen-undHolzhandlungとされている。ハニエル， シュテ

イ不スはともに，石炭・木材商から造船業に進出した例を示している刷。

車製造業についてはデュッセルドルフ市に H.!-{auerおよび Gebr.Schle-

gerの名が挙がってし必。 それぞれ Fabrikant von. Wagen， Wagenfabrik 

と表記されているが事情」によればそれぞれ50，30名の従業員を雇用して

いる。いわゆる「異種的マニュファクチュア」の典型とみなすことができょう。

さらに「事情」には Oberpostsekr.Willη国間5 の KonigI. Po:stwagenfabrik 

が記載され(0) 80人を雇用して年間220~250台を生産していた刷。 残りの 5

業者はすべて Wagner と表記され["事情」にこれに対応する経営は見出せ

38) Zust即 7d，S. 28-29 
39) Zustand， 5， 38-39 

40) Zust.山 'ld，S. 16， 18 
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ない。いずれも手工業者的草大工であったとみなすことができょう。

(悶石炭鉱 業

繊維業を問題にするかぎり.石炭鉱業も繊維関連業として取り上げないわけ

にはいかない。すでにみたように繊維工業に関しては，蒸気機関用燃料として

の石炭需要はこの時代にはまだそれほど大きなものではなかった。直接的な需

要としてより重要だったのは，おそらく染色工程り燃料用であっただろう刊。

染色と石炭との関連は，高級染色業と石炭取引業とを兼営するギンポノレンの例

(5-A-26)や，染材製造と石炭取引業とを兼営するミ ι ラーの例 (5-A-2日〉等

によって示されている。

しかし運送業1:りわけライン河水運を介しての間接的結合もきわめて重要

であった。 1818年から自由航行が保障されたライン河では，すでに1817年から

蒸気船が運航し，鉄道業がまだ緒についたばかりの1830年代中頃には，ライン

河の汽船運航は物資輸送にとってきわめて重要な役割を果していたのである。

この汽船運行のための莫大な右炭需要は，ノレ ノレ石炭業発展のためにきわめて

強力な刺戟を与えたにちがいない。そしてライン河水運の展開を促したものこ

そ，実は繊維工業の16世組以来の着実な発展に外ならなかったのである。この

点については，後で一層立ちいった考察を加えたい。

ところで I住民録J固に記載きれている石炭業者数は14で，そのうち炭坑名

は 6にすぎなし、。 これに対して. I事情」ではドゥイスブノレグ郡の記述を a

Fabrikanstaltenと b.Kohlenzechen とに大別し b項には59の炭坑名が列

記されている。そのうち14炭坑に蒸気機関が導入され，用途はもっぱ b揚水と

巻揚 Eあったよう巴ある。とまれ石炭によって石炭を掘るとLヴ関係が一般化

しつつあることは注目してよい。なお I住所録」で炭坑についての記載がき

41) 1767年に石炭調達をベノレク白炭坑からマルクの炭坑へ切換える ζ とを強制されたため，炭価が
高騰した際， 業者たちは染料霊燃料炭と従業員の家庭用暖房炭の炭価切下げを要求した。 K

Schrnidt， a. a. 0.， S. 69 
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わめて不備なことの原因は不明である。

(13) 織物取引業・小売業

この業種に含まれる業者数は 131で，他業種に分類した者も含めると 144に

上り，薬味類販売 (Spezereiwaarenhandel) には及ばないものの，業者数と

Lては最大の部類に属する。この業種は大きく分け亡 Manufakturwaaren-

handlung (-winkelier)， Ellenwaarenhandlung (-winkelier)， Tuchhandlung 

(-winkelier)の4群から成る。これ

を取扱い商品別に取引業者と小売業

者の数をまとめてみると第6表のよ

うになる O これから， 1)取引業者の取

扱い商品表示はManufakturwaaren

とEl1enwaarenが圧倒的に多いこ

と， 2) Manufakturwaarenは取ヲ|

業者の取扱い対象であって，小売業

Manufaktur-
waaren 

Ellen'Waaren 

Tuch 

Teppich 

Leinwand 

Sayet 

Seil 

第 6 哀

I Ha山

41 2 

37 39 

14 

z 

2 5 

1 

1 

者のそれとしては例外的であること.3) Ellenwaarenは取引業者，小売業者双

方の取扱い対象でありうること， 4)小売業の取扱い対象はほとんど Ellenwaa-

renであること等がわかる。 前稿で記したように，当時の用語法において

Ellenwaarenと Manufakturwaarenの区別はかならずしも明確ではないが'"

第 6表からみてとれるかぎり，前者はそのまま最終消費者に販売しうる形態を

とった完成品であり，後者はむしろ，さらに加工を必要とするような半製品で

あったことが推定される。 Ellenwaarenについて特徴的なことは， この小売業

者の大部分が Spezereiwaarenも小売りしていること Cある。さらに飲食庖，

肉屋， パン屋等を兼業する例が見出される ζ とから EIlenwa紅白と Spe日-

relwaarenを共に取扱う営業内容が，当地の小売業経営の一つの重要な類型で

あったというよと由主できるであろう 43}0

42) 前稿症17)および19)を歩間B
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また，小売業が多いのはシュテーレ，ベノレデ/'，ケトビヒ， ラーテインゲン

の4地域であり，取引業者が多いのは， ドゥィスプノレク，エッセ:/， ミュノレハ

イム，テュッセノレドノレフの 4地域で取引業地域と小売業地域とは明白に分かれ

ている。しかも Manufakturwaarenの取引業者もこの 4市に限られ， とりわ

けこの分野に属する41業者のうち22業者がデュッセノレドルフ市に集中している。

このような特定の都市への集中は Manufakturwaarenが輸(移〉出入品で

あるととを示唆している。またデュッセノレドルフ市に限っ Cみると 4取引業

者りうち， Manufakturwaa目立を取扱う者22， Ellenwaar自主主取扱う者 3，

毛織物を取扱う者 9，亜麻布を取扱う者 3， 総盤取扱い 3， 綱取扱い 1となり，

Manufaktur取引業者が過半数を示すばかりか， Ma宣lufakturwaarenが毛織物，

亜麻織物と明確に区別されている。 しかもドゥイスプノレグ市には Manufaktur-

waaren (:植民地物産の両者を取扱う例が 2例見出されることから Manu.

fakturwaarenが事実上は， 主として綿製品を指すものであった蓋然性はきわ

めて高いのである何}。

ω 原材料取引業・小売業

この業種の主要取扱い対象は Materialwaaren，Farbwaaren，"Kolonialwaaren， 

その他に大別できるが，取引業，小売業別に業者数をまとめてみると第7表の

ようになる。これから， 1)取引業者が圧倒的に多いこと， 2)植民地物産取

ヲ|が半数を占めること， 3)染料，原料取引はほぼ同数でであること， 4)羊

毛取引が独立した業種となっていること，等がわかる。またこの業種はドゥイ

43) ここで Spezereiwaarenhandelについて触れておく回 この商業はライン地方に一般的に多い
が，とわわけ当龍両郡におし、ては群を住いて多レ。前稿の注24)に示したように，これは染材等
を除くと慨してコーヒ ，砂糖，果物，タバコ，香料等の食品から成っている@このような海外
物産を取扱う商業が卸.'J売両枕元で圧間的多数をしめたことは，当時の消費生活に海外物産が
いかに深〈噴いこんでいるか，また ζの種の商品によって商葺発展一般がいかに強力に推議され
たかを示すものである。

44) Esch & Comp， Manufactur-und Kolonialwaarenhandlungおよび Heinr. Esch， doで

ある。なお A品 m Eschは植民地物産取引とタパョ製造業を兼営して1..'0" 
45) (3¥棉冊駒の項を量開凶
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1 プルグ，デュッセルドルフ両市巳 第 7 表

集中しており，取扱い商品が輸入品

であることに対応している。

とりわけドクイスプルクについて

在甘されることは， 15業者のうち13

業者が植民地物産を取扱い， しかも

Kulonialwaaren 

Farbwaaren 

Materialwaaren 

Woll 

Baumwoll 

I Handl叫 IWinkel陀

21 5 

8 

9 

5 

1 

そのうち 9業者もがタ〆、コ製造を兼営している ζ とである。こうした特有の営

業内容の典型はよよ uσm Raめの経営であろう。合名会社形態をとるこの企

業は植民地物産取引と並んで砂糖， タハコ， チホー 'Jエ， 石曲賞の製造を兼業

L， Joh. Jak. 'lJom Rathは市会議員正同時に商業会議所会頭も勤めている。

ζ のご土は， ドゥイスフソレグの経済構造が植民地貿易といかに深〈関っていた

かを端的に示すものである叫}。

さらに「原材料」や植民地物産が繊維業と深い関りを持つことがいくつかの

例によって示されてはいる刊。しかし本稿の関心からいってもっとも重要な原

綿については，デュッセルドノレフに原綿輸入業者が 1名見出きれるものの叫，

とりわけトローストおよびブリューゲルマン紡績工場で消費される多量の原綿

が，アムステルダムでの直接買い付けによるのか刊¥デュッセルドルフの輸入

商によって供給されたのか，それとも「原材料」・植民地物産輸入商によって

供給されたのかは不明である。

岨) r事情」ではよ J.~酔n & S6hneは楕槽， タパョ製造，石鹸製造の 3事業を兼営してし1る。
精糖工場は64人を雇用し， 4馬力蒸気議開 1台を砂精煮沸，骨灰と揖砕粗糖の臼礁，およびポソ
プ用に使用しているg 製品は Zucker，Kandis， Melis. Syrupである。これに均しタハコおよび
右輸製造はそれぞ札6名， 1名を雇用するにすぎず， unbedeutendと表示されている。 Zustand，
S. 26-27 

47) たとえば戸ゥイスプルクiDlVie少々 trl1u~β&. de Haen， Mat巴rial.undFarlコwaarenhandlung，
デュツセルドルフの Gebr.Haus， Material. u. Farbwaarenhandlung 

48) Wilh. CaJう，pel，Baumw-ollen. u. Saycthandcl. 

49) プ"斗ーゲルマソ工場の場合，ロッテルダムやアムステルダムで買付けられた原綿はライン
河を南〆ヮイニスプノレクま C輸送され， そ乙かb荷馬車でクロムフォルトに陸rまされた。 渡辺

iBrugelm3.nn工場J76ベジ。
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制石炭取引業

両郡合わせて56業者を数え，石炭取引を兼営している者を入れると62業者に

のぼる。当地における有力な業種であるが， とりわけルールオルトとミュノレハ

イムに集中している。この両地が造船業の中心地 Eもあることは，両地がん

ル炭白積出港であった ζ とを示している問。石炭取引とルール水運とが密接な

関係にあったことを示す好例が，ル ルオルトのシュテイネス，ケトヒヒのノ、

ナウの経営である。

なお， 10業者が石炭とならんで木材を， 5業者が果物を取扱って台 Q，さら

に2業者が焼酎蒸溜と馬匹取ヨ 11:を兼常している。

とのことはライン河水運の船荷として，石炭，木材とならび果物(少くとも

その一部は植民地物産〉も重要であったこと，焼酎蒸溜業者もまた石炭の需要

家であったことを示す。

(10) 運送 業 ，委託商業

この部門の関連業者はドヮイスフ守ルク，デュッ f ノレドルフ両市に多いが， 74 

業者を営業内容別にまとめてみると第B表のようになる。運送業と委託商業と

を兼営している例が最も多く，組合船主も 8名を数える5へその他にはライン

河とノレール)11の水先案内人，水門管理人，道路管理人等が含まれる。また郵便

関係者も多いのが特徴的である。

この部門でとりわけ重要なのは，次のような兼営例であろう。すなわち，デ

50) F erdinand Ho工schelmann，CBearbeiter)， C. G. D. Stetn's Handbuch der Geographie 

μnd ~必atistik der t岡山chenBundesstaaten 1834， S. 341 によりてもノレ ルオルト， ミニム

ノレハイムが右炭申引の二大中心地であった
51) iRpurtschi仔ι 貨物や食料品をああ地点、から他白地点へ一定の規約にし犬がって連時する権

t'lを持つ海上および河川用船舶。またこの権利は船主組合葺録の序列に従う。このような船の所
有者を Beurtmann とU、う固JHandelsschula， Bd. 1. S. 118 こりような同盟回船はRang-~

Relhe-od. Beurtschiffahrt と呼ばれ， ドイツでは船主組合はライン，エノレベ， すーダー，ベー
ザ ，シュプレ の各河川に，またヲイン冊目まゲルンから不てソカ 川までとハイノレメドン ア

ムステノレダム聞の航区に成立した。 Maier'sHarldelslexikon 
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ユツセノレドノレフ市の F:Muller & Thez下

habetは石炭取引，染料製造を兼営し，

h炭輸送とならんで植民地物産の輸入

が，運送業心発展を促したιとを例示し

ている。また岡市の KarlVogtsはオラ

ング汽船会社の代理屈も兼ね，運送業と

ライン河航行との関連を示し，同じくデ

ュ γ セルドルフのよF. Wilhel-明 Z は損
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第 8 表

ISpediteur & Kommissionair 

Kullunission 

Spedition 

Beurtschi旺er

IIaude工e工

Fuhrmann 

Postexpediteur u. a 

Ruhrschiffahrtskontroleur 
u. a 

5

9

8

8

3

1

8

2

 

1

1

1

 

保業務を，またドゥイスプノレグの Loos& Roseは火i見保険業務を手がけてい

る。きらにS.H. Pragは両替商をも営み， 委託商人が金融業に進出する可

能性を例示している。

(17) 金融・保険業

金融関係7業者のうちデュッセルドルフの H.L. Scheuerと Wν'h.Cle.ffと

が Banquier と表記され，他はすべて Geldwechsler，Wechselmakler， Wech-

selgeschaftという表記である。

また保険関係8業者はそれぞれエルバーフェノレト火災保険会社，パロ火災保

険会社，アーへン火災保険会社，ベルリン君保険会社の代理業者である。エル

パーフェルト，アーへンという，それぞれ綿業，羊毛業の中心地に火災保険業

が成立したこと，後述するように， ドヮイスプルクり羊毛工業が， 1746年のレ

ネップ大火による羊毛業者の流入によコて第二の繁栄期を迎えたこと等を考え

あわせると，当地の火災保険業が繊維工業とも深〈関っていたことは，ほぼ確

実であろう。

III 

これまでの分析から，当地の多彩な産業構造は繊維，植民地物産，石炭，水

運という 4本の柱によって支えられていたことがほぼ確かめられた。そ Lて繊
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維業の主たる素材は綿と羊毛であることも確かめえた。それでは，綿と羊毛の

いずれがより多く消費され，また繊維業が他の 3本の主柱と一層緊密な産莱連

関を形成し亡しぺ上において， どちらがより多く寄与したかという点は，容易

に断じがたし、ように思われる。またシュミットのいうように， ドゥイスプルク

市に限っていえば， 1830年代は羊舌工業の終末を迎えた'"ということができた

としても，それをドゥイスフツレグ郡全体について 般化できるかどうかは疑わ

しし、50' ただ確実にいえるととは，当地においでは羊毛一仁業は16世紀以来の伝

統産業であるのに対し，綿工業は18世紀になって導入きれた比較的若い部門で

あったということ，しかも本稿で問題にした1830年代には，少くとも羊毛工業

とならぶ部門にまで成長をとげていたことである。とすると，羊毛工業は綿工

業の成立のために何を準備したのか，あるいは，綿工業は羊毛工業か b何を遺

産として受け継し、だのか， ということがなお問題として残るだろう o

そこで， ドゥイスプノレグ繊維工業史を分析したシュミッ Tに依りながら， こ

の問題を考察してみたい。

ドゥイスプルグ市は19世紀初頭に至るまでニーダーライン繊維工業の，とり

わけ羊毛工業の 大中心地であった。その羊毛工業は， 16世紀中葉に主にオラ

γ ダ，北フランスから流入したプロテスタ γ トによって育成され，興隆期を迎

えたのである刷。 17世紀にはし、ると発展は停滞したが， 18世紀中葉にレ不ップ

から羊毛業者が流入して，第二の繁栄期を迎えた'"。しかし19世紀初頭の大陸

封鎖によって致命的打撃を受付，封鎖解除後はイギリス製品の圧迫を受けて，

52) K. Schmidt， a. a. 0.， S. 127 

53) 1858年の調査に基いた地誌 Hl1goFranz. Brachelli， H.αndbuch der Geugrゅんieund 

止alisttkdes Komgreichs Preu.βenμ-nd der deutschen lvlittel-und Klein-5'tιtal'en， .1864 

にはドゥイスプルク市は依然毛織物の産地とされているョこのほか，同郡では， 、ュルハイム
ベノレデン，ケトピヒ，ホルテンが毛織物産地として挙げられている。

月4) 1714年目調査の結果 人口町大部分は改革教会派ピ属L，lレター派はプ戸テスタントの起を占
めた。カトリッグは20%ほどにすぎなかった。 カトリック白後背地からの流入によって人口
比率が変il:;し始めても，ヅロテタ γ トの臣官由主導権は存続したe カトリアクはユ870/8C年代を
境い固に多数派となった。K.Schmidt， a. a. 0.， S. 16 

55) ユ746年にベノレク毛織骨業の一大中心地レネツプ市が大火山たお壊醐状態に陥り，少かり山毛揃
物業者がドゥイスフノレクに移住した。、 Ibid.，S. 5::1 
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前述のようについに1830年代に衰退したといわれている。

この羊毛工業三二百年の歴史におい(，オランタを中心とする西北ヨ ロヅバ

との関係は決定的であった。 16出:紀中葉以来，西北から資本と技術と労働力が

もたらされたことにとどまらず，原料市場も製品販路も西北ヨーロッパであっ

た。原毛は中級品はリュティヒ，プラベントから，高級品はオランダ経由y、ベ

イン，ポノレトガル，イギリスから，さらに18世紀後半になると νュレージェン

からも購入された問。ドゥイスフツレク船主組合船の積荷目録には，当初から原

毛 k染料用原料とが記載されていた問。こうしてオランダ商人を介して入手し

た外国産羊毛を原料にして，輸出用高級毛織物が生産されたのである。製品は

1720年代まではオラ y ダ，アーへンに出荷され，そこで染色・仕上加工を施き

れてオラン夕、製あるいはアーへン製として販売されたようである。 18世紀中葉

以降は販路は北方に大きく伸ひ，月カンジナピア，スベイン領ゲノレテソレン，ハ

ノーファー，メグレ戸プノレク，オストフリースラント，ハンザ都市等に向けら

れた刷。こうした輸出工業としてのドゥイスプノレグ毛織物業の発展は， ヲイン

河水運の発達に支えられ，また逆にそれを促進しもしたのである。

綿業は18世紀前半に始まり，原綿は1721年以来フケランダ船主組合船の積荷と

して認可され，オランダから運送された則。綿織業者はこれをブロイセン領の

外で紡がせ，また亜麻糸はユーリヒ，へッセン，ベλ トアァーレン，オランダ

から購入された。綿紡績工場が当地に設立されたのは1810年である""'

毛織物業と同じく，綿織業も輸出志向が強かった。製品の B割がホラント，

ケツレデノレン向けに出荷され，大陸封鎖期には一時的にスイス，ナポリ， ドスカ

56) Ibid.， S. 40， 121 なおク νーフェ州全体では1724年に4.39835Pfd の原毛がが消費されたが，
その9割にあたる 393998Pfdが輸入物であり，またドヮイスプルク市の羊毛消費量は1723年に
34620 Pfd で州全体の約1割であったという。 lbid.， S. 47 

57) J，仇d.，S. 120 

58) lbid.， S. 126-127 

59) lbid.， S. 124の注363

60) lbid.， S. 125 なお 1806年末以後大陸封鎖によってオランタやオストフリースラント経由の原
料調達の困難になった際，当地の綿工業者 M町7-entはレ J ツ 1，東および西イソド原産の棉吋E
や染料用原料を卜リエスト経由で仕入れた。 lbid.，S. 124 
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ナ等にも仕向けられたもりの. 1810年代以降は再びホラ Y ト，プヲパ y ト向け

に戻ったという川。

こうしてみると，綿工業も羊毛工業もともに原料を外部に仰ぎ，製品を輸出

する輸出工業であったという点では共通している。しかし外部世界への依存度

は綿業の方が一層大きかったというべきであろう υ 羊毛工業の三大原料である

原毛と染料のうち，たしかに染料は植民地物産としてヨーロヅパ外からもたら

されたものであった。しかし原毛は明らかにヨーロッバ物摩である。

これに対し綿工業においては，染料のみならず原綿もまた植民地物産であっ

た刷。何よりもその素材のヨーロッパ的性格のために，羊毛業の流通空間がな

おヨーロッパ世界の枠組を完全には超え出られなかったのにたいし，綿業のそ

れは，大西洋およびインド洋海運を前提とする大陸間規模にまで拡大した。そ

れゆえ綿業に必要とされる流通機構は，羊毛業のそれ以上に大規模なものであ

ったろう。とはいえ. 16世紀以来二百年にわたって羊毛業が構築してきた流通

機構を利用することなくして，綿業がそれを一挙に創出することは多分不可能

であっただろう。少くとも綿業は羊毛業の遺産を完全に利用することができた。

それは製品の構成にも反映している。フヲネノレやカジミアの例にみられるよう

に，半綿半毛の交織物の生産によって綿と羊毛とは商品体の内部で絡みあい，

そのかぎりで羊毛から綿への移行は漸次的であった。羊毛業によってゆっくり

と育てあげられたその綿業が，前者から相続した最も重要なものは，おそらく

ライン河水運であったであろう刷}。そ Lてまた，鉄道に先駆けて1810牛代にす

でに蒸気船が就航したライン河安通からの石炭需要が，ノレール炭同興隆のため

のこの上なく有効な起動力であったことも疑いを入れない。綿はラインによっ

て石炭と結びつけられ，そして，この産業連闘を準備したものは，ほかならぬ

羊毛であったといえるのである。

61) Ibid.， S. 1Ze 
62) 角山栄「世界資本主義π式。論理的構造」河野建二 飯沼二郎編「世界資本主義の歴史構造』

197C年所収j の指摘を参)!;，

63) 179C年代の組合船主報告では，原毛と原綿が組合抽の存続のためにきわめて重要な物資とされ

ていた。 K.Schmidt， a. a. 0.， S. 95 


